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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和５年８月８日（火）午前８時 50 分～午前９時 12 分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項１「第３次農業振興計画実施計画書

（令和５年度～令和９年度）（案）について」の説明をお願いします。

部 長 狛江市第３次農業振興計画実施計画（令和５年度～令和９年度）（案）に

ついては、７月 11 日庁議において付議し、その後各部からの意見等を踏ま

えて修正しました。

まず、第３章 平成 30 年度から令和４年度の取組内容・実績について、10

ページ「取組１ 保育園、学校給食への地場産野菜の供給」の地場産活用の

PR については、各学校においても取組を実施していることから、関連団体に

教育委員会を追記しました。同様の理由により、33 ページ「取組２ 関連計

画との調整の教育・福祉分野との連携を図る」についても関連団体に教育委

員会を追記しています。次に、評価として「C あまり進捗していない」、「D

進捗していない」取組項目についてはこれまで進捗できなかった理由や今後

の取組の方針を記載しました。20 ページ「取組２ 市民を対象とした農業研

修制度の検討」については、新型コロナウイルス感染症の影響により、対面

等の研修を一定期間見送る判断を行ったことから、実施できなかったため、

今後５年間で実施できるよう計画しています。続いて 21 ページ「取組２ 市

民による自給的・小規模農家への支援」については、市民による自給的・小

規模農家の状況について、これまで把握できていなかったことから、その状

況に合わせた支援を実施できていませんでした。今後は、まず自給的・小規

模農家の状況を把握し、対象者のニーズに合った支援についても検討してい

くものとしています。続いて、26 ページ「取組２ こまえ農業をサポートす

る体制づくりの農業者や市民の自主的な取組みへの支援」については、これ

まで、市民の自主的な取組を十分に把握できていなかったことから、個別に

周知する等の対応ができていない状況でした。今後は、市民農園や体験農園
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をはじめとする取組の紹介を行う等、市民の自主的な取組についても周知し

ていくこととしています。次に、27ページ「取組１ 生産緑地制度に関する

情報の把握」では、市において、平成 30 年から特定生産緑地の指定の手続き

を行い、約 99％が特定生産緑地に移行したことにより農地の保全が図られた

ことから、評価を「A進捗している」に変更し、同様の理由により、28 ペー

ジ「取組２ 農地継続意向の把握」についても、「A進捗している」へ変更し

ました。次に、30 ページ「取組１ 多様な都市農地の活用の検討」の２つの

取組項目についてです。こちらは、農業経営にも寄与する市民の農地の活用

及び農業公園等の公共施設としての農地の活用についてですが、こちらの検

討については、一定の農地が必要であり、農地の利用については、所有者の

意思や立地等の様々な条件・課題もあることから、具体的な施策の検討まで

に至っていないところが現状であったため、その旨を記載しています。続い

て、35 ページ第４章については、第３章で記載していた前期の取組内容及び

実績に基づき、検討・実施の年次を変更しています。以上が今回変更した箇

所です。最後に、今後の予定についてですが、本日の庁議において了承いた

だければ，市ホームページで周知し、議会にも報告します。

市 長 特に意見等なければ、案のとおり決定します。

市 長 次に、報告事項１「「自動販売機設置及び管理に関する覚書」の締結につ

いて」を報告してください。

部 長 この度、コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社からＮＰＯ法人フード

バンク狛江に対する支援を行うため、市の施設へフードバンク狛江支援自販

機設置の提案をいただき、「自動販売機設置及び管理に関する覚書」をＮＰ

Ｏ法人フードバンク狛江及びコカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社と

８月７日に締結式を行いました。覚書の内容は、ＮＰＯ法人フードバンク狛

江の食料支援活動の支援を目的として、狛江市子育て・教育支援複合施設（ひ

だまりセンター）にフードバンク狛江支援自販機を設置し、支援自販機の売

上の一部をコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社より支援金として、

ＮＰＯ法人フードバンク狛江に寄付いただくものです。また、地震等の災害

発生時に支援自販機の機内在庫製品が、避難者等へ無償提供されます。

なお、支援自販機の設置は、８月下旬を予定しています。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 本覚書を基に他の公共施設への同様の自販機設置を検討していくのです

か。

部 長 現在は追加での設置は考えておりません。

市 長 続いて、報告事項２「令和４年度主要な施策の成果説明書・決算資料につ

いて」を報告してください。
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部 長 議会には決算審査意見書及び決算書と併せて送付します。今回新たに

415 ページの会計課について、基金の運用状況の項目を追加しています。ま

た、422 ページに一部事務組合等の状況として、狛江市土地開発公社の調べ

を追加しています。その他の内容については、各部に確認いただいています

が、何かあれば８月 14 日までに財政課へ連絡してください。

市 長 続いて、報告事項３「南北自由通路“おしチャリナッジ”効果検証の実施

について」を報告してください。

部 長 「南北自由通路“おしチャリナッジ”検討チーム」（愛称：おしチャリラ

ボ）では、狛江駅前の南北通路において安全な歩行空間を創出する目的で、

おしチャリ施策の効果検証を８月 14 日から 28日まで実施します。これまで

のおしチャリラボでの検討の進捗ですが、５月に市職員 14 人と市内デザイ

ナー２人の計 16 人で検討チームを組成し、５月中旬にはナッジの基礎知識

の習得のため、ナッジ施策を専門とする NPO 法人ポリシーガレージを講師と

する研修会を実施しました。６月初旬にはデータ収集のための現地調査で南

北通路の交通量測定、現地での観察とインタビューを行い、その調査結果を

踏まえた分析と施策の検討を行ってきました。観察とインタビューの結果か

ら、解決に向けた５つのキー要件を整理し、「南北通路の手前で降りる、迂

回しないといけないムードを作る」「南北通路内の空間の雰囲気を変える」

「人の滞留を作り、人の目や物理的な理由から自然と降りる」「境界を明確

に、または曖昧にする」「他者の目を意識させる」の観点から、施策の内容

を検討してきました。また、その検討の中では、自転車の利用者の行動分析

を行い、自転車から「止まる→降りる→押す」のプロセスのうち、「止まる」

に着目し、働きかける対象者によってアプローチを変えて施策を実施するこ

ととしています。具体的にはおしチャリのルールに気づいたら、おしチャリ

する人に対しては、間接的アプローチとして、白線を南北通路の入り口部分

の床面に貼り付けて、停止しなければいけないような心理的な効果を期待す

ることしています。直接的アプローチとして、おしチャリを周知するための

表示物や看板を設置することとしています。そして、ルールに気づいても、

おしチャリしない人に対しては、間接的アプローチとして、ベンチ、植栽を

設置し、おしチャリしなければいけない空間を演出することとします。

なお、ナッジの要素を満たす間接的なアプローチの施策については期間全

体を通じて実施しますが、表示物・看板等の直接的なアプローチの施策の一

部については、実施期間を段階的に分けて後半の８月 21 日から実施するこ

とで、ナッジを意識した施策との比較検証や相乗効果の分析を行うこととし

ています。この効果検証で得られた内容や知見は、南北通路も含めて市内各

所のおしチャリ施策の参考として共有したいと考えています。
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市 長 効果検証の際に注意喚起等の声掛けは予定していますか。

部 長 声掛けはせず、表示物等による効果を検証する予定です。

市 長 続いて、報告事項４「令和４年度狛江市清掃概要について」を報告してく

ださい。

部 長 この清掃概要は、これまでのごみ処理のあゆみや、組織概要、清掃関連の

歳入歳出決算額、ごみやし尿の処理、資源物それぞれの概要と収集・処理・

回収量の集計等を掲載しているもので、毎年作成し公表しているものです。

13 ページに、ごみ総排出量を掲載しています。令和４年度は 20,267 トンで

あり、令和３年度の 20,857 トンよりも 590 トン減少しました。要因は在宅

時間が減少し経済活動が回復途上にあるためと分析しています。庁議終了後、

有償刊行物として登録し、関係機関等に送付するとともに、市ホームページ

に掲載予定です。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 清掃概要は数年前は６月に庁議に付していました。前年度の実績報告は、

決算審査までに完了させ、監査に正確な数字を回答できるようにするため、

作成の時期については検討してください。

市 長 刊行物の再生紙使用等の表記について、整理してください。

市 長 その他ありますか。

部 長 終戦の日の黙とうについてです。８月 15 日は終戦の日です。令和５年で

78 回目を迎える終戦の日に当たり、先の大戦において失われた尊い命と恒

久平和への祈りを込めて８月 15 日正午から庁内放送で１分間の黙とうを行

います。その際、チャイムが鳴らないため、注意をお願いします。

部 長 当日、庁舎では半旗掲揚します。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、８月 22

日午前８時 30 分から開催します。


